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高知県商工労働部雇用労働政策課発行 第８５号 雇用労働政策課のホームページにも掲載しています。 

飛躍への挑戦！
高知県産業振興計画

  県では、技能後継者の意欲の一層の向上と、技能を尊
重する社会の実現を図るため、県内産業の基盤を支え、
その振興に貢献している熟練技能や、古くから受け継が
れてきた伝統技能の優れた継承者を「土佐の匠」として
認定しています。 
  平成2８年度に「土佐の匠」の認定を受けられたのは、
次の方々です。 

【西洋料理】  沖原 望さん  （高知市） 
 

【日本料理】  德田 秀次さん （高知市）                          

お問合せ先  商工労働部雇用労働政策課 能力開発担当 電話：088-823-9765 

沖原 望さん  德田 秀次さん  

沖原さん 作品 德田さん 作品 

  ＜No.25＞ 
 

社内でパワハラが発生した場合の会社の責任について。 

 先日、上司からパワハラを受けていると社員から相談がありました。会社として何か責任を問われるのでしょうか。 

 

 

 

 
法的責任を問われて被害者に損害賠償をしなければならない場合があります。 

  パワハラ（パワーハラスメント）については、加害者本人が不法行為に基づく損害賠償をするだけでなく、会社も使用者としての
責任や従業員に対する安全配慮義務違反を問われて、被害者に対して損害賠償をしなければならない場合があります。 

 このため、会社としては、パワハラの防止、解決に向けた早期発見、迅速適切な対応に努めるべきでしょう。具体的な取組とし
て、防止のためには『会社トップによるメッセージの発出、対応ルール・方針の策定・周知、アンケート等による実態の把握、教育・
研修など』、解決のためには『相談窓口や解決の場の設置、再発防止研修など』が考えられます。 

お気軽にご相談ください！ 



ワーク・ライフ・バランス推進のために 

働き方を変えてみませんか？ 
家族の日 

家族の週間 

平成28年11月20日 (日) 

平成28年11月13日(日)～26日(土) 

※11月の第３日曜日 

高知県少子化対策 

県民運動推進マスコット「るんだ」 

  「働き方・休み方改革」とワーク・ライフ・バランスセミナー  のご案内   

「働き方・休み方改革」の考え方や、仕事と生活の両立を支援する女性制度説明、企業の取り組み事例の紹介、他改革を推進するため
に参考となる情報を提供します。 
 

【日時】 平成２８年１１月１８日（金） １３：３０～１６：３０     
【会場】 高知商工会館４F「光の間」 
     （高知市本町１丁目６－２４）※駐車場は有料です。 

【定員】 ２５０名（先着順）                       
 
【申込方法】 ＦＡＸまたは郵送 
 
【主催】  高知労働局・高知県 
 

【お申込み・お問合せ先】 高知労働局雇用環境・均等室 
 〒780-8548 高知市南金田１-３９  
  TEL：088-885-6041    FAX：088-885-6042 

 
 

参加費 
無料 

【プログラム】  

◇第一部 『働き方・休み方改革』の考え方  

         『仕事と生活の両立を支援する助成制度』等   

                                   高知労働局雇用環境・均等室 

◇第二部 事例発表 

        従業員の定着率向上のためには、仕事と家庭を両立しやすい仕組みや環境を 

                   整えることが重要です。今回は、子育て支援に積極的に取り組まれている県内 

                   企業の事例をご紹介します。 

       『社会医療法人 仁生会 』    

人事部長  金子 忠司 氏 

       『株式会社 地研』       

代表取締役  大西 鋼 氏 

この機会に率先して取り組みましょう！ 

★子育てしやすい職場環境づくり に 
  努めましょう。 
★定時退社の推進など時間外労働の 
  削減に努めましょう。 

この機会に働き方を見直して 

「家族団らんの時間」を持ちませんか？  

事業主の皆様へ いつも帰りが遅いあなたへ  

※家族の日の前後各１週間 

子育てにやさしい 「高知県次世代育成支援企業」 新規認証のご紹介（平成28年10月20日認証） 
 

【認証番号】 会社名等 取組内容 

【１９５】 

株式会社 トヨタカローラ高知 
 
高知市一宮南町１丁目９－１０ 

  ◆妻の出産時に特別休暇2日取得可能。 

【１９６】 

株式会社 高銀ビジネス 
 
高知市本町３丁目３番４号 

 ◆法を上回る育児休業制度あり。一定の事情がある場合２歳まで取得可。  
 ◆子が２歳になるまで、育児休暇連続５日を１回、遅出、早退をそれぞれ 
  １２回まで行うことができる。 
 ◆半日単位での年次有給休暇の取得可。 
 ◆年休取得促進のための計画的付与（リフレッシュ休暇１日、連続休暇３日）  
 ◆妻の出産時に特別休暇2日取得可能。 

【１９７】 

幡多信用金庫 
 
高知市一宮南町１丁目９－１０ 

 ◆妻の出産時に特別休暇３日取得可能。 
 ◆採用年度より年次有給休暇の取得可（中途採用者でも勤続月数によって有給あり） 
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